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羽田マンホールポンプ（マンホールポンプ設備）№2 汚水ポンプ点検整備業務委託 

特 記 仕 様 書 
 
（適用） 

第１ この仕様書は、羽田マンホールポンプ（マンホールポンプ設備）№2汚水ポンプ点検整備業務委託に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

また、本仕様書に特に定めない事項については、設計図書及び日本下水道事業団機械設備工事一般仕様書

（最新版）（以下「機械設備工事一般仕様書」という。）を準用するものとする。 
（委託業務履行場所） 

第２ 奥州市水沢羽田町地内 

（業務内容） 

第３ 業務の内容は次のとおりとする。 

（１）受注者は別紙1対象設備に定める機器の点検整備を行うものとする。 

 （２）点検整備の内容は別紙２のとおりとし､報告するものとする。 

 （３）点検整備の実施にあたっては、羽田マンホールポンプの運転に支障のない時期及び方法で実施するもの

とする。 

（提出書類） 

第４ 受注者の提出する書類は次のとおりとする。 

   また、本業務委託に係る提出書類の様式については、本契約書及び特記仕様書に定めるもののほか、岩手

県県土整備部土木工事共通仕様書（Ⅲ）に準じることとする。 

 （１）業務計画書   ３部 

 （２）業務工程表   ３部 

（３）業務報告書   １部 

 （４）点検記録写真   １部 

 （５）作業日報    １部 

（６）業務報告書 電子データ（CD-R等） ３部 

（７）その他監督職員が指示したもの 

（作業の実施） 

第５ 現場の作業実施に際しては、監督職員の指示により行うこと。 

（作業完了の確認） 

第６ 作業が完了した後に機器の作動に異常のないことを確認して、現場の作業の完了とする。 

（機械器具材料等） 

第７ 点検整備業務に必要な機械器具材料等は全て受注者の負担とする。 

（施設の保全） 

第８ 既設の施設を汚損したときは、受注者の責任で復旧しなければならない。 

（作業完了後の処置） 

第９ 現場の作業が完了したときは、受注者は速やかに不要材料及び仮設物を処分または撤去し、清掃しなけれ

ばならない。 

（安全管理） 

第10 受注者は業務の施行にあたり労働安全衛生法及び関係法規等を遵守し、常に細心の注意を払い作業員の安

全を図らなければならない。又、事故等が発生した場合は、速やかに監督職員に報告しなければならない。 

（疑義） 

第11 本仕様書又は作業内容に疑義が生じたときは、監督職員と協議のうえ取り決めるものとする。 
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別紙1 【業務対象設備】 

羽田マンホールポンプ（マンホールポンプ設備）№2汚水ポンプ点検整備業務委託 
 

機器の主な仕様 

 

機  器  名 №2汚水ポンプ 

形 式 水中ポンプ 

型 式 TOP100SCG47.5 -54 

ポ ン プ 口 径 φ100mm 

吐 出 量 1.32m3/min 

全 揚 程 18.6m 

電 動 機 3φ,7.5kW,200V,4P,50Hz,31.8A 

水 中 ケ ー ブ ル 長 30m 

製 造 会 社 ㈱鶴見製作所 

台 数 1 台 

設 置 年 度 平成27年度 
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別紙2 【点検整備内容】 

 

1.点検整備内容 

（１）外観目視点検 

（２）点検整備前後の運転データ測定 

（３）主要部品等の交換（設計書記載のとおり） 

（４）点検整備 

・錆、腐食の有無確認  

・傷、損傷、摩耗、変形の有無確認  

・固着物、スケール等の除去及び清掃手入れ 

・潤滑油量及び汚濁状況確認  

・液漏れ、油脂漏れの有無確認 

・各部ボルト・ナット類の緩み有無確認 

・工場整備 

分解組立、ケーブル交換、補修塗装（２種ケレン４回塗り）、潤滑油交換、羽根車バランス測定及び修正、 

モーターコイル洗浄・乾燥・ワニス処理、性能試験  

（５）据付確認 

（６）試運転確認            

（７）塗装 

・タッチアップ程度 

（８）その他必要な事項 

 

２．全般的事項 

（１）点検記録（試運転記録、点検記録写真等） 

（２）日常点検への提言等 

（３）次回点検内容及び時期についての提言 

 


